
次期班長、次期副班長、次期地区委員及び次期役員候補者の選出等に関する細則 

 

（趣旨） 

第１条 この細則は、つつじ野団地管理規約（以下「規約」という。）第３７条（役員）

第５項の規定に基づき、次期班長、次期副班長、次期地区委員及び次期役員候補者（以

下「次期役員等」という。）の選出等について定めるものとする。 

（任期及び兼任等） 

第２条 次期役員等は、それぞれ兼任しないものとする。 

２ 次期役員等の任期は、選出されたときから通常総会までとする。 

３ 次期班長が次期地区委員又は次期理事となったときは、班長又は地区委員の業務を

当該年度に行ったものとみなす。 

（次期班長及び次期副班長の選出方法） 

第３条 次期班長及び次期副班長は、つつじ野団地の居住棟及び共用階段を考慮し、原

則として１０戸から１６戸を１単位として、別表１により選出するものとする。 

２ 原則として現在の副班長が次期班長となるものとする。 

３ 現在の班長は、次期班長、次期副班長及びその第三候補者を班内で協議調整の上、

理事会が定める期限までに選出するものとし、理事会が別に定める選出届を理事長に

提出するものとする。 

４ 次期班長、次期副班長及びその第三候補者の選出対象は、組合員から賃借している

住戸を含むものとする。 

５ 選出された次期班長が、次期地区委員又は次期理事候補者に選出されたときは、次

期副班長が自動的に次期班長となるものとする。次期班長が欠員となったときも、同

様とする。 

６ 選出された次期副班長が次期班長となったときは、第三候補者が自動的に次期副班

長となるものとする。 

（次期地区委員の選出方法） 

第４条 次期地区委員は、つつじ野団地の居住棟の配置を考慮し、３班から５班を１単

位として、別表１により選出するものとする。 

２ 次期班長は、次期班長会において次期地区委員及びその第二候補者を選出するもの

とする。 

３ 次期地区委員及びその第二候補者の選出対象は、組合員から賃借している住戸を除

くものとする。 

４ 選出された次期地区委員が、次期理事候補者に選出されたときは、次期地区委員の

第二候補者が自動的に次期地区委員となるものとする。次期地区委員が欠員となった

ときも、同様とする。 

５ 次期班長に選出された者が、管理組合の役員経験者であるときは、次期地区委員の

選出対象から除外することができる。 

６ 現在の地区委員が留任する場合は、当該地区の次期地区委員候補者は、次期班長に

戻るものとする。 

（次期理事候補者の街区別定数） 



第５条 次期理事候補者は、つつじ野団地の街区の住戸数を考慮し、別表２により街区

別に選出するものとする。 

（次期理事候補者の選出方法） 

第６条 理事会は、次期理事候補者を次の各号に掲げる方法により選出し、次期通常総

会議案書の理事予定者名簿に登載するものとする。 

一 第８条に定める役員候補者資格を有し次期理事に立候補しようとする者は、理事

会が定める期間及び方法により理事会に届出をするものとする。 

二 理事会は、現在の役員の理事希望者の中から次期理事候補者を選出するものとす

る。 

三 前号により選出された次期理事候補者の総数が街区別定数に不足するとき、理事

会は、不足する街区の次期理事立候補者から不足する次期理事候補者を選出するも

のとする。 

四 前各号により選出された次期理事候補者の総数をもっても街区別定数に不足す

るとき、理事会は、不足する街区の次期地区委員の中から互選により、不足する次

期理事候補を選出するものとする。 

五 第二及び第三号により選出された次期理事候補者の総数が街区別定数を超えた

とき、理事会は、超えた街区の次期理事候補者の互選により、次期理事候補者を選

出するものとする。 

六 前号において互選により次期理事候補者を選出できないとき、理事会は、超えた

街区の次期理事候補者について、総会の前に当該街区の組合員による選挙を行い、

その候補を選出するものとする。 

（次期監事候補者の選出方法） 

第７条 理事会は、次期監事候補者を次の各号に掲げる方法により選出し、次期通常総

会議案書の監事予定者名簿に登載するものとする。 

一 第８条に定める役員候補者資格を有し次期監事に立候補しようとする者は、理事

会が定める期間及び方法により理事会に届出をするものとする。 

二 理事会は、現在の役員の監事希望者の中から次期監事候補者を選出するものとす

る。 

三 前号により選出された次期監事候補者の総数が定数に不足するとき、理事会は、

次期監事立候補者から不足する次期監事候補者を選出するものとする。 

四 前各号により選出された次期監事候補者が定数に不足するとき、理事会は、現在

の役員の互選により、又は役員経験者の中から、不足する次期監事候補者を選出す

るものとする。 

五 第一及び第二号により選出された次期監事候補者の総数が定数を超えたとき、理

事会は、次期監事候補者の互選により、次期監事候補者を選出するものとする。 

六 前号において互選により次期監事候補者を選出できないとき、理事会は、次期監

事候補者について、総会の前に全組合員による選挙を行い、その候補者を選出する

ものとする。 

（役員候補者資格） 

第８条 規約第３９条第１項の規定に照らし規約違反が明確な次の各号に掲げる者を



除く組合員等は、役員候補者資格を有するものとする。 

一 管理費等の長期(４ケ月以上)未納者 

二 犬猫等の飼育を禁止された動物の飼育者 

三 不法駐車の常習者 

四 その他の規約及び細則の違反者でその改善のみられない者 

（選挙の方法） 

第９条 第６条第六号及び第７条第六号により選挙を行う場合の方法は、次の各号に掲

げるとおりとする。 

一 理事会は、速やかに選挙管理委員会を設置するものとする。 

二 選挙管理委員会は、４名の委員により構成し、互選により委員長を選出するもの

とする。 

三 選挙管理委員会委員は、選挙対象者を除く役員及び地区委員の中から理事会が選

出するものとする。 

四 選挙権は、組合員が所有する住宅１戸につき１個とする。 

五 選挙管理委員会は、次に掲げる事項を理事会に報告後、速やかに告示するものと

する。 

イ 委員会に関する事項 

ロ 立候補者に関する事項 

ハ 選挙の日程及び選挙の方法に関する事項 

ニ その他の注意事項 

六 選挙管理委員会は、告示後１ケ月以内に選挙を実施するものとする。 

七 選挙管理委員会は、有効得票数の多い順に次期役員候補者を確定し、その確定者

を理事会に報告するものとする。 

八 理事会は、前号の確定者を次期役員候補者として、次期通常総会議案書の役員予

定者名簿に登載するものとする。 

九 その他選挙の実施に必要な事項については、選挙管理委員会が定めるものとする。 

（選出日程等） 

第１０条 次期役員等の選出にかかる会議日程等の必要な事項については、理事会で定

めるものとする。 

（細則外事項） 

第１１条 この細則に定めのない事項については、規約及び総会の決議で定められたと

ころによる。 

（細則の改廃） 

第１２条 この細則の変更及び廃止は、総会の決議を経なければならない。ただし、こ

の細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を経なければ、

することができない。 

（細則原本） 

第１３条 この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する２名の組合員が記名押

印して細則を１通作成し、これを細則原本とする。 

２ 細則原本は、理事長が保管し、団地建物所有者又は利害関係人の書面による請求が



あったときは、これを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、

相当の日時、場所等を指定することができる。 

３ 理事長は、所定の掲示場所に、細則原本の保管場所を掲示しなければならない。 

 

 附則 

  この細則は、平成１６年５月２３日から効力を発する。 

 附則 

  この変更細則は、平成１８年５月２１日から効力を発する。 

附則 

  この変更細則は、平成２６年５月１８日から効力を発し、平成２５年度中に実施さ

れる次期役員等選出に遡り適用する。 

 

附則 

  この変更細則は、平成３０年５月２０日から効力を発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



この細則を証するため、理事長及び理事長の指名する２名の組合員が記名押印した細 

則を１通作成し、これを細則原本とする。 

平成３０年５月２０日 

理事長 １街区 ６号棟２０５号室 稲窪 健次  

組合員 ２街区１４号棟１０４号室 細井 昌平 

組合員 ３街区１５号棟４０６号室 田巻 千博 

 


